
 

 

「生活者としての外国人」のための「標準的なカリキュラム案」の 

改定に関するワーキンググループの進め方 

 
 
○経 緯 

平成２２年に国語分科会において「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的

なカリキュラム案について」（以下，「標準的なカリキュラム案」という。）が取りまとめられ

た。そして，平成２５年に日本語教育小委員会に設置された「論点整理に関するワーキンググ

ループ」が取りまとめた「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について

（報告）」において，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の検討

材料として論点が１１に整理された。この論点４として「カリキュラム案等の活用について」

が示されている。 

  

○現状と課題 

・ 国内の「生活者としての外国人」に対する日本語教育においては，国語分科会で策定さ

れた「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」

が活用されているが，日本語の熟達度を示すレベルや言語活動別の詳細な能力記述は示

されていない。 

・ 「標準的なカリキュラム案」に示された「生活者としての外国人」が日常生活を営む上

で必要とされる「生活上の行為の事例」について，社会状況の変化に鑑み，見直しを含め

た検討が必要である。 

 

○目 的 

・ 「日本語教育の参照枠」を踏まえ，「生活者としての外国人」が日常生活を営む上で必

要とされる生活上の行為を日本語で行い，言語・文化の相互尊重を前提としながら，自立

した言語使用者として生活できるようにするため，「標準的なカリキュラム案」の改定を

行う。 

 

○方 法 

 ・ 日本語教育小委員会での審議と並行して，小委員会の下にワーキンググループを設置

し，審議のための検討及び資料作成を行う。 

・  審議における参考として調査研究を実施し，その結果を踏まえた検討を行う。 

 

○検討事項 

（１）「標準的なカリキュラム案」におけるレベルについて 

（２）「標準的なカリキュラム案」で扱う生活上の行為の事例について 

（３）「標準的なカリキュラム案」で扱う生活上の行為の事例に対応する言語活動別の 

学習項目の要素について 

（４）「標準的なカリキュラム案 Can do」の作成について 

 

  

参考資料３ 

第 104 回日本語教育小委（R3.1.28） 



 

 

 

 

○目 的 

 標準的なカリキュラム案の「生活上の行為の事例」について，日本語を学ぶ外国人を対象と

する実態調査を行う。 
 具体的には，標準的なカリキュラム案への B1 相当の生活上の行為の事例追加と Can do 策

定を目的として，そのための「生活上の行為の事例」の絞り込みを目指す。実際に外国人を対

象に各項目の生活の中で接する頻度や日本語での行動の達成状況を聞き，その結果をもとに

Can do を作成する項目の選定を行う。 
 
○対象者 

外国人 約５００名（文化庁の地域日本語教育事業を活用する約８０団体に協力依頼予定） 
 
○方 法 

ウェブアンケート 
 
○翻訳言語 

 英語，中国語（簡体字），韓国語，ポルトガル語，スペイン語，ベトナム語，フィリピノ語，

タイ語，インドネシア語，ミャンマー語，ネパール語（１１言語） 
 ※依頼団体用に上記の他，日本語版も用意する。 
 
○期 間 

 令和３年２月４日～２月１６日（予定） 
 
○調査内容 

・標準的なカリキュラム案から「生活上の行為の事例の整理」（P121～154）の項目のうち 
「事例１（上位項目）」を対象とする（１３１項目） 

 
【調査票の内容】 

・調査目的説明と協力依頼文 
・基礎情報（年代，国，在留資格，居住地域，言語，滞日年数，職業，日本語使用状況等） 
・各項目について，生活の中での遭遇頻度，日本語での達成状況，できるようになりたい 
か等の希望の回答を求める 

 
○参考資料 

・標準的なカリキュラム案策定時の「生活上の行為についてアンケート」 
・「生活のための日本語 全国調査」（国立国語研究所） 
・「リソース型生活日本語」（公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）） 

「生活者としての外国人」のための「標準的なカリキュラム案」の改定に関する 

「生活上の行為の事例」実態調査 


